
 

株式会社WOWOW有料放送サービス約款「IPTV同時再送信用」 

 

 

第１章 総則 

（約款の適用） 

第１条 

当社は、当社は、この有料基幹放送契約約款（以下「本約款」といいます。）を定め、これにより、衛星デジ

タル有料放送サービスを提供します。 

 

（約款の変更） 

第２条 

当社は、本約款を変更することがあります。この場合においては、加入者は、変更後の約款の適用を受けるも

のとします。 

 

（用語の定義） 

第３条  

本約款において使用する用語は、放送法（以下「法」といいます。）において使用する用語の例によるほか、

それぞれ次の意味で使用します。 

 

用語 用語の意味 

一 衛星デジタル有料放送 

  サービス 

人工衛星を用いたデジタル放送により有料で提供される当社の放送役務で

あって、当社と契約を締結した場合にのみ視聴可能となるもの 

二 有料放送契約 衛星デジタル有料放送サービスの提供を受ける契約 

三 加入者 当社と有料放送契約を締結した者 

四 加入申込者 当社に有料放送契約の申込みをする者 

五 加入者個人情報 生存する加入者（本号においては、加入申込者及び解除等により有料放送契

約が終了した加入者を含みます。）個人に関する情報であって、当該情報に

含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の加入者個人を識別する

ことができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定

の加入者個人を識別することができることとなるものを含みます。） 

六 ＰＰＶ  課金単位が一の放送番組となっている衛星デジタル有料放送サービス 

七 ＰＰＤ 課金単位が一日となっている衛星デジタル有料放送サービス 

八 アイキャスト 衛星デジタル有料放送サービスを提供する限定受信システムの管理を行う

会社。株式会社アイキャストの略 

九 受信装置 一般社団法人 IPTV フォーラムの指定する技術的な基準に適合するデジタル

放送サービスを提供する専用受信機（以下「受信機」といいます。）とその

他衛星デジタル有料放送サービスを視聴するために必要な加入者が設置す

る装置。 

十 衛星基幹放送局 当社の放送番組を放送する設備が設置された人工衛星の無線局 

十一 地球局 当社の放送番組を衛星基幹放送局に送信する施設 



十二 基幹放送局提供事業者 法第２条第２４に規定する基幹放送局提供事業者 

十三 放送局設備供給役務契

約 

当社と基幹放送局提供事業者が締結する契約 

十四. 他サービス 当社が提供する他の衛星デジタル有料放送サービス 

 

第２章 契約 

（契約の単位等） 

第４条 

有料放送契約は、受信機一台ごととし、別表第 1号に規定する衛星デジタル有料放送サービス単位で締結する

こととします。 

２ 有料放送契約は、当社の提供する衛星デジタル有料放送サービスを、加入申込者又は、加入申込者と同一

の世帯の者が視聴することを目的（以下「世帯視聴目的」といいます。）として締結されます。ただし、

業務等で不特定若しくは多数の者が視聴できるように使用し、又は同時送信若しくは再分配で使用するこ

とを目的とする場合等の世帯視聴目的以外の場合においては、当社と別の取り決めをしなければなりませ

ん。 

３ 前項に規定する世帯とは、住居若しくは生計を共にする者の集まり又は独立して住居若しくは生計を維持

する単身者とします。 

 

（契約の成立） 

第５条 

加入申込者は、有料放送契約の申込みに当たっては、当社が別に定める方法により、当社又は当社の代理人若

しくは当社の代理人が指定する者に申込みを行わなければなりません。 

２ 有料放送契約は、加入申込者が前項に規定する申込みを行い、当社がその内容を確認後、承諾することに

よって成立します。 

３ 当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者は、当該申込みを承諾した旨及びその日付を、

当社の定める方法により通知します。 

４ 申込みの際、氏名、住所、電話番号等当社に告げた事項に変更が生じた場合においては、加入者は、直ち

に当社の指定する方法に従って当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に変更の通知

をしなければなりません。 

５ 当社は、次の各号に掲げる場合においては、申込みを承諾しないことがあります。 

一 加入申込者が有料放送契約に基づく債務の履行を怠るおそれがあると認められる相当の理由がある

場合 

二 加入申込者が衛星デジタル有料放送サービスの提供に関し、著作権その他の知的財産権、その他当社

の権利を侵害し、又は利益を損なうおそれがあると認められる相当の理由がある場合 

三 加入申込者が日本国外において、衛星デジタル有料放送サービスの提供を受けようとする場合又はそ

のおそれがあると認められる相当の理由がある場合 

四 その他加入申込者が有料放送契約に違反するおそれがあると認められる相当の理由がある場合 

五 加入申込者が衛星デジタル有料放送サービスを法及び他の法令に反する目的で利用し、又は利用する

おそれがあると認められる場合 

六 加入申込者が、当社以外の放送事業者の人工衛星によるデジタル放送に係る有料放送役務の契約に関

し、第一号から前号に規定する行為を実際に行い、当該放送事業者の権利を侵害し、又は利益を損な

ったことがあると認められる場合 



 

（契約の有効期間） 

第６条 

有料放送契約の有効期間は、契約成立の日から契約成立の日の属する月の翌月の初日より１年を経過した日ま

でとし、有効期間の満了する日の１か月前までに加入者から更新拒絶の意思表示がない場合においては、有料

放送契約は、更に１年間自動的に更新されるものとし、以後同様とします。 

 

第３章 衛星デジタル有料放送サービスの提供及び受信 

（衛星デジタル有料放送サービスの提供） 

第７条 

当社は、有料放送契約の有効期間中放送設備の故障その他のやむを得ない事情がある場合を除き、原則と

して別表第一号に規定する時間の衛星デジタル有料放送サービスを提供します。 

２ 当社は、衛星デジタル有料放送サービスの内容及び放送時間を原則として別表第二号に指定する番組検索

サービス（以下「ＥＰＧ」といいます。）によりお知らせします。ただし、当社は、ＥＰＧによりお知ら

せした内容を変更する場合があります。 

 

（ＰＰＶ及びＰＰＤの提供） 

第８条 

加入者は、ＰＰＶ又はＰＰＤの提供を受けようとする場合には、受信機を電気通信回線に接続した上、課

金単位ごとに別表第３号に規定する方法により個別の申込みを行わなければなりません。 

２ 前項の申込みを行った場合においては、加入者はその撤回はできません。 

３ 課金単位ごとの料金は、当社が総務大臣に届け出た料金に従ってＥＰＧによりお知らせします。 

 

（受信装置の管理等） 

第９条 

加入者は、受信装置を自己の責任で設置、維持、管理し、これにより衛星デジタル有料放送サービスの提供を

受けるものとし、当社は、受信装置の瑕疵については一切責任を負いません。 

 

（故障及びメンテナンス等） 

第１０条 

視聴障害があった場合においては、加入者は、受信装置による故障がないことを確認した後、速やかに当社又

は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に通知しなければなりません。この場合においては、当社

及び当社の代理人は、速やかに発信状況を調査し、当社又は当社の代理人の放送設備に何らかの異常があった

ときは、当社又は当社の代理人の責任において必要な措置を講じるものとします。ただし、視聴障害の原因が

加入者又は加入者及び当社（当社の代理人を含みます。）以外の第三者の責めに帰すべき事由による場合、当

社及び当社の代理人は一切の責任を負いません。また、視聴障害の原因が当社若しくは当社の代理人以外の者

の行為又は受信装置に起因するときは、当社又は当社の代理人が故障原因の調査又は措置に要した費用は加入

者の負担となります。 

２ 当社は、施設の維持管理のため、衛星デジタル有料放送サービスの電波を一時的に停止することがありま

す。この場合においては、当社又は当社の代理人は、原則として事前にその旨を放送番組内、ＥＰＧ等に

よりお知らせします。 

 



第４章 料金 

（料金及び支払） 

第１１条 

加入者は、当社が総務大臣に届け出た料金（基本料及び視聴料（以下「有料放送料金」といいます。）、加入料

及び手数料（以下、有料放送料金と合わせて「有料放送料金等」といいます。））を別表第 4号に規定するとこ

ろにより当社に支払わなければなりません。 

２ 支払わなければならない有料放送料金等を原則として別表第４号に規定する支払日の 7日日前までに、当

社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者は、加入者に通知し、又は加入者が容易に知り得

る状態に置くものとします。 

３ 支払われた有料放送料金等は、本約款に規定する場合を除き、払い戻しません。 

４ 当社が払戻しを行う場合においては、加入者は、当社が総務大臣に届け出た返金手数料（複数契約につい

て同時に返金を行う場合の各契約に係る返金手数料は、契約数で除した額とします。以下同じ。）を支払

わなければなりません。ただし、第 16 条第 2項に基づく払戻しについては、返金手数料を請求しません。 

５ 当社は、総務大臣へ届け出て有料放送料金等を改定することがあります。この場合においては、当社又は

当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者は、加入者に対し改定された料金を適用する一か月前ま

でに改定された料金を通知するものとします。 

６ 加入者の責に帰さない事由により、衛星デジタル有料放送サービスを月のうち半分以上提供しなかった場

合においては、当社は、当該衛星デジタル有料放送サービスに係る当該月分の有料放送料金を請求しませ

ん。ただし、ＰＰＶ及びＰＰＤについては、当社が別途定めるものとします。 

７ 著しく大規模な天災、事変等により、加入者が衛星デジタル有料放送サービスを受けることが著しく困難

であると認められる事態が生じた場合は、有料放送料金等の全部又は一部を免除することがあります。 

 

（延滞利息） 

第１２条 

加入者が支払うべき有料放送料金等その他の債務に関し、支払期日を１か月を超えても支払わない場合におい

ては、当社は、支払期日の翌日から起算して支払の日の前日までの間について年 14.5％の割合で計算した額

を延滞利息として加入者に対し請求できるものとします。 

 

第５章 禁止事項等 

（禁止事項） 

第１３条 

加入者は、次に掲げる行為を行ってはなりません。 

一 受信装置の改造及び改ざん並びに受信機によらない衛星デジタル有料放送サービスの視聴 

二 衛星デジタル有料放送サービスに係る著作権その他の知的財産権、その他当社の権利を侵害し、又は

利益を損なう行為 

三 衛星デジタル有料放送サービスを用いた法令に違反する行為 

四 加入者が、有料放送契約の申込みの際、契約締結に必要な事項として当社が求めた事項の全部又は一

部について、真実とは異なることを告げること 

２ 加入者が前項に違反して当社又は当社の代理人に損害を与えた場合においては、当社又は当社の代理人は、

加入者に対し損害の賠償を請求することがあります。 

 

（免責事項） 



第１４条 

当社及び当社の代理人は、次に掲げる場合については、損害賠償の責任を負いません。 

一 天災、事変及び降雨減衰その他の気象に起因する視聴障害 

二 当社又は当社の代理人の責に帰さない事由により生じた衛星デジタル有料放送サービスの停止 

三 加入者若しくは加入者及び当社（当社の代理人を含みます。）以外の第三者の行為又は受信装置に起

因する異常 

 

第６章 契約の解除等 

(加入者が行う契約の解除等) 

第１５条 

加入者は、有料放送契約を解除しようとする場合においては、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が

指定する者に通知しなければなりません。この場合において、当該通知に係る有料放送契約は、当該通知

を行った月の月末をもって解除されるものとします。 

２ 前項に基づき加入者が有料放送契約を解除し、翌月に再度加入申込みを行い、有料放送契約が成立した場

合においては、別表 4号に規定する有料放送料金の計算期間にかかわらず、当社は、当該有料放送契約の

成立する日の属する月の有料放送料金を請求するものとし、加入者はこれを支払わなければなりません。  

 

（当社が行う契約の解除等） 

第１６条 

当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者は、加入者が本約款上支払うべき有料放送料金等の支

払を怠った場合その他本約款に違反した場合においては、相当の期間を定めた催告の上、加入者に対する衛星

デジタル有料放送サービスの提供を停止して有料放送契約を解除できるものとします。 

２ 次の各号の事由により衛星デジタル有料放送サービスの提供が不可能な事態が生じた場合においては、有

料放送契約は終了するものとします。 

一 当社の委託放送業務の認定が取り消され、又は更新されなかった場合 

二 基幹放送局提供事業者の無線局の免許が取り消され、又は再免許が拒否された場合 

三 当社が衛星デジタル有料放送サービスを提供するために必要な放送設備又は視聴管理設備に回復不

能の損害が生じた場合 

四 衛星基幹放送局又は地球局に回復不能の損害が生じた場合等当社と期間放送局提供事業者との間の

放送局設備供給役務契約が履行されない場合 

五 その他当社が衛星デジタル有料放送サービスを提供することが客観的に不可能な事態が生じた場合 

３ 当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者は、天災、事変等により、加入者が衛星デジタル

有料放送サービスを受けることが著しく困難であると認められる事態が生じた場合であって、かつ、当社

が加入者の有料放送契約に係る意思を確認することが困難であるときは、加入者に対する衛星デジタル有

料放送サービスを停止することがあります。また、かかる衛星デジタル有料放送サービスの停止後、当社

が定める期間を経過した場合であって、かつ当社が加入者の有料放送契約に係る意思を確認することが困

難であるときは、当該期間経過をもって、有料放送契約は終了するものとします。 

４ 当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者は、次に掲げる場合には、加入者に対する衛星デ

ジタル有料放送サービスの提供を停止して有料放送契約を解除できるものとします。 

一 加入者が、当社の提供する衛星デジタル有料放送サービスを、業務等で不特定若しくは多数の者が視

聴できるように使用し、又は同時送信若しくは再分配で使用することを目的とする場合等の世帯視聴

目的以外で使用する場合（当社と別の取り決めをしている場合を除きます。） 



二 加入者が日本国外において、衛星デジタル有料放送を視聴している場合又はそのおそれがあると認め

られる場合 

三 加入者が第１３条第１項に記載された禁止事項を行った場合又は行うおそれがあると認められる場

合 

５ 第１項に基づき契約を解除された者が再加入を希望する場合においては、解除された原因を除去すること

が必要です。当社が、再加入を認めるときは、新たな有料放送契約を締結するものとします。 

６ 第４項に基づき契約が解除された場合においては、当社は、解除の月の有料放送料金を請求します。 

 

第７章 加入者個人情報の取扱い 

（加入者個人情報の取扱い ） 

第１７条 

当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）、個

人情報の保護に関する基本方針（平成１６年４月２日閣議決定）、及び放送受信者等の個人情報の保護に関す

る指針（平成１６年８月３１日総務省告示第６９６号。以下「指針」といいます。）に基づくほか、当社が指

針第２８条に基づいて定める基本方針（以下「個人情報取扱規程」といいます。）及び本約款の規定に基づい

て適正に取り扱います。 

２ 当社の個人情報取扱規程には、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により

識別される特定の個人（以下「本人」といいます。）が当社に対して行う各種求めに関する手続、苦情処

理の手続、その他取扱いに関し必要な事項を定め、これを当社ホームページ（URL: www.wowow.co.jp/）

に公表します。 

３ 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者

個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。 

 

（加入者個人情報の利用目的等） 

第１８条 

当社は、次に掲げる目的で、加入者個人情報を取り扱います。なお、第五号及び第十一号に規定する目的での

利用については、当該目的での利用停止の求めを受けたときは、利用停止に多額の費用を要する場合その他の

利用停止を行うことが困難な場合を除き、衛星デジタル有料放送サービスの提供に支障がない範囲で遅滞なく

利用を停止します。 

一 有料放送契約の締結及び継続に関すること 

二 衛星デジタル有料放送サービスの提供に係る限定受信システムによる受信制御に関すること 

三 アイキャストの視聴契約締結及び継続に関すること 

四 有料放送料金等の請求及び収納 

五 衛星デジタル有料放送サービスに関連する情報の提供（番組等に関するお知らせ、放送内容に関連し

た情報提供、当社が提供する有料放送の役務の紹介、当社又は当社の代理人が発行する番組情報紙誌

（他の放送事業者が提供する有料放送役務に係る情報が含まれることがあります。）の送付） 

六 本人に対する通知、連絡 

七 本人からの問い合わせ、苦情等に対する応対 

八 衛星デジタル有料放送サービスの向上を目的とした視聴者調査 

九 受信装置の設置及びアフターサービス 

十 衛星デジタル有料放送サービスの視聴状況等に関する各種統計処理 

十一加入者に対する特典の提供 



十二衛星デジタル有料放送サービスの提供に関連しての第三者への提供（第３項に該当する場合に限りま

す。） 

２ 当社は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて、

加入者個人情報を取り扱うことはありません。 

一 法令に基づく場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であ

るとき 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得

ることが困難であるとき 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し

て協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすお

それがあるとき 

３ 当社は、保有する加入者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありませ

ん（第三者への提供には、次条の規定により加入者個人情報を共同利用する場合及び第２０条の規定によ

り加入者個人情報の取扱いを委託する場合は含みません。）。ただし、前項各号に定める場合には、この限

りではありません。 

一 本人が書面等により同意した場合 

二 本人の求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項

をあらかじめ本人に通知し、又は個人情報取扱規程に定めて本人が容易に知り得る状態においたとき 

ア 第三者への提供を利用目的とすること。 

イ 第三者に提供される加入者個人情報の項目 

ウ 第三者への提供の手段又は方法 

エ 本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること。 

４ 当社は、前項の規定により加入者個人情報を第三者に提供する場合、当該第三者の範囲について別表第５

号に定めます。 

５ 当社は、本人から、当社が保有する加入者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、

遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態においてあるとき、又は本人に通知

することにより次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合はそ

の旨を本人に対して通知します。 

一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

二 当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合 

三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で

あって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

 

（加入者個人情報の共同利用） 

第１９条 

当社は、前条第１項第一号から第十一号までに定める目的で取り扱う加入者個人情報（本項においては、有料

放送契約時に加入者が告げた事項及び第５条第４項により加入者が通知した事項に限り、具体的な項目は個人

情報取扱規程に定めます。）を、その目的を達成するために当社の代理人が代理人として行う業務に必要な範

囲内で、当社の代理人と共同して利用します。 

２ 当社は、第５条第５項の規定に基づいて契約申込みを承諾しなかった場合、又は第１６条第１項若しくは

第４項の規定に基づく契約解除を行った場合、当該不承諾又は解除事由に該当する事実及び当該加入者を



特定するために必要な最低限の加入者個人情報のうち個人情報取扱規程に定めるものを、当社の代理人と

共同して利用します。この場合において、当該情報の利用目的は、第５条第５項又は第１６条第１項若し

くは第 4項の要件に該当するか否かの判断に限ります。 

３ 共同して利用する加入者個人情報の管理の責任は、第 1項の場合においては当社及び当社の代理人が、並

びに前項の場合においては、当社、当社の代理人が、自ら取り扱う情報についてそれぞれ負います。なお、

管理の責任を負う者の氏名又は名称は個人情報取扱規程に定めます。 

４ 前３項に定める場合のほかに、当社が保有する加入者個人情報を他の者と共同して利用する場合は、共同

して利用される加入者個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該加入

者個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称について、個人情報取扱規程に定めます。 

 

（加入者個人情報の取扱いの委託） 

第２０条 

当社は、加入者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。 

２ 前項の委託をする場合は、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全

管理（以下「加入者個人情報の安全管理」といいます。）のために適切な措置を講じること等を内容とす

る選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。 

３ 当社は、第１項の委託先との間で、加入者個人情報の安全管理のために講じる措置、秘密の保持その他必

要な事項を内容とする適切な契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。 

４ 前項の契約には、第１項の委託先が加入者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第２

項及び第３項と同様の措置を講じる旨の内容を含めます。 

 

（安全管理措置） 

第２１条 

当社は、加入者個人情報の安全管理のため、加入者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、

従業員に対する監督、取扱いの管理その他の指針第１０条から第１５条までに定める措置を講じます。 

 

（本人による開示の求め） 

第２２条 

本人は、当社又は当社の代理人に対し、個人情報取扱規程に定める手続により、当社が保有する、本人に係る

加入者個人情報の開示（加入者個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含みます。以下同じ。）

の求めを行うことができます。 

２ 当社又は当社の代理人は、前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により（本人が他の方法を希望する

場合を除きます。以下同じ。）当該情報を開示します。ただし、開示することにより次の各号のいずれか

に該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。 

一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

二 当社又は当社の代理人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

三 他の法令に違反することとなる場合 

３ 前二項の規定にかかわらず、当該加入者個人情報の存在が明らかになることにより公益その他の利益が害

されるものとして個人情報の保護に関する法律施行令（平成十五年政令第五百七号）第３条各号に該当す

ることになる場合、又は当該加入者個人情報が六か月以内に消去されるものである場合には、当社は開示

要求を拒否することができるものとします。 

４ 当社は、第二項ただし書及び前項の規定に基づき加入者個人情報の全部又は一部について開示しない場合



は、本人に対し、遅滞なく、文書でその旨通知し、かつ、その理由を説明するよう努めるものとします。 

 

（本人による利用停止等の求め） 

第２３条 

本人は、当社が保有する自己の加入者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、個人

情報取扱規程に定める手続により、当社又は当社の代理人に対し、次に掲げる求めを行うことができます。 

一 加入者個人情報の内容が事実ではないという理由による加入者個人情報の訂正、追加又は削除 

二 加入者個人情報が第１８条第１項又は第２項の規定に違反して取り扱われているという理由による加

入者個人情報の利用の停止又は消去 

三 加入者個人情報が第１８条第３項の規定に違反して第三者に提供されているという理由による加入者

個人情報の第三者への提供の停止 

２ 当社は、前項の求めに理由があると認めたときには、遅滞なく、求めに応じた措置を講じます。ただし、

前条第二号又は第三号の場合において、求めに応じた措置を講じることが、多額の費用を要する場合その

他困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとるときは、こ

の限りではありません。 

３ 当社又は当社の代理人は、前項により講じた措置の内容（措置を講じない場合はその旨）を本人に対し遅

滞なく文書により通知し、かつその理由を説明するよう努めるものとします。 

 

（本人確認と代理人による求め） 

第２４条 

当社は、第１８条第５項、第２２条第１項又は第２３条第１項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又

は次項の代理人であることの確認を、個人情報取扱規程に求める手続により行います。 

２ 本人は、第１８条第５項、第２２条第１項又は第２３条第１項の求めを、代理人によって行うことができ

ます。 

 

（本人の求めに係る手数料） 

第２５条 

当社は、第１８条第５項及び第２２条第１項の求めを受けた場合は、別表第６号に定める手数料を請求します。 

２ 前項の手数料は、当社から本人（この項においては加入者に限ります。）に対して通知又は開示をした月

の有料放送料金と合わせて収納することができるものとします。 

３ 前２項に定める場合のほか手数料に係る手続は、個人情報取扱規程に定めます。 

 

（苦情処理） 

第２６条 

当社は、加入者個人情報の取扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。 

２ 前項の苦情処理の手続は、個人情報取扱規程に規定します。 

 

（本人が行う求め及び苦情等の受付窓口） 

第２７条 

当社は、第１８条第５項、第２２条第１項又は第２３条第１項に基づく求め、前条に基づく苦情、その他加入

者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、次の窓口において受け付けます。 

 



ＷＯＷＯＷカスタマーセンター 

住所：〒220-8080 神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-3-1 

電話：045-683-8245（9:00～17:00/土日祝及び年末年始を除く） 

 

（保存期間） 

第２８条 

当社は、保有する加入者個人情報の保存期間を別表第７号に定め、これを超えた加入者個人情報については、

遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。 

 

（加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置） 

第２９条 

当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えいがあった場合には、本人の連絡先が分からない場合等本人に

連絡を取ることが困難な場合を除き、速やかに、その事実関係を本人に通知するよう努めます。 

２ 当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかにその事実関

係及び再発防止対策につき可能な限り公表するよう努めます。 

３ 前２項の規定は、通知又は公表することにより、第２２条第２項各号に該当する場合には、この限りでは

ありません。 

 

第８章 その他 

（当社の代理人等） 

第３０条 

当社は、有料放送契約上の権利の行使及び債務の履行に関し、アイキャストを継続的に当社の代理人として選

任します。 

２ 有料放送契約の申込み、解除及び支払わなければならない有料放送料金等有料放送契約に関する当社から

の通知は、特段の記載のない限り当社の代理人又は当社の代理人が指定する者が行うものとします。 

３ 当社又は当社の代理人が、加入者に衛星デジタル有料放送サービスを提供するために、有料放送契約の申

込みの取り次ぎ、料金請求等の業務を委託しているときにおいては、当該業務委託先は、当社と加入者の

特定取引（放送、通信等に係る取引であって、当社が加入者の当該取引における利便を図ることが必要か

つ適当と認めて指定する取引をいいます。）先の料金請求・収納業務及びこれに付随する業務を同時に行

うことがあります。 

（権利の譲渡） 

第３１条 

加入者は、有料放送契約上の権利、義務その他有料放送契約上の地位の全部又は一部について譲渡、質入れ、

賃貸その他の処分をすることはできません。 

（契約上の地位の承継） 

第３２条 

相続により、加入者の有料放送契約上の地位は承継されるものとします。 

２ 加入者の有料放送契約上の地位を承継した者（以下「承継者」といいます。）は、速やかに当社が指定す

る方法により承継の事実及び当社の指定する事項を当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定

する者に通知しなければなりません。 

付則  

本約款は平成２３年７月２５日より施行します。 



 

別表第１号（第４条及び第７条関係） 

衛星デジタル有料放送サービスの名称 ＷＯＷＯＷ 

有料放送時間 週８０時間以上 

全放送時間 週１６８時間 

別表第２号（第７条関係） 

当社が指定するＥＰＧ 受信機のリモコン操作で表示される電子番組表 

 

別表第３号（第８条関係） 

個別の申込方法 

（１） ＰＰＶ、ＰＰＤの事前登録 

ＰＰＶ、ＰＰＤは当社指定の登録用紙等による事前登録により、個別視聴が可能となります。詳しい事前登録

の方法と料金は、当社が発行するプログラムガイド等によりお知らせします。  

（２） ＰＰＶ、ＰＰＤの個別視聴申込 

①申込方法 

テレビ画面上に表示される指示に従って行っていただきます。画面上の購入確認を選択した場合は、視聴申込

はその時点で確定します。また、画面上の視聴予約を選択した場合は番組の開始と同時に視聴申込は確定しま

す。 

②撤回 

購入確認を選択した時点で視聴申込みの撤回はできなくなります。視聴予約を選択した場合は放送開始の前ま

では予約の撤回が可能です。 

別表第４号（第１１条関係） 

１．料金 

（１）有料放送料金 

 月額視聴料 

衛星デジタル有料放送サービス 2,415 円（税抜 2,300 円／プログラムガイド込み） 

ただし、アイキャストとの視聴契約（受信機に付与されている機器の製

造番号などのＩＤ情報）につき１回限り、当該衛星デジタル有料放送サ

ービスの有料放送契約が成立する日の属する月の翌月の月額視聴料は

９４５円（税抜９００円／プログラムガイド込み）とします。 

衛星デジタル有料放送サービス

に更に衛星デジタル有料放送サ

ービスを追加して有料放送契約

を締結する場合の衛星デジタル

有料放送サービス 

945 円（税抜 900 円／プログラムガイドなし）ただし、同一世帯によ

る同一口座から視聴料の引落しを受ける衛星デジタル有料放送サービ

ス１契約につき新たな衛星デジタル有料放送サービス１契約とします 

 ＰＰＶ、ＰＰＤの課金単位ごとの視聴料は、当社が発行するプログラムガイド等によりお知らせします。 

 

（２）有料放送料金の計算期間 

当社は、有料放送料金については、暦月を一単位として計算します。ただし、有料放送契約の成立する日の属

する月の有料放送料金は請求しません。尚、契約成立日の属する月に第１５条第１項に基づく当該契約の解除

の通知があった場合においては、当社は、当該通知の翌月末をもって解除するものとし、当該解除月の有料放

送料金を請求します。 



 

（３）手数料 

返金手数料：１，０５０円（税抜１，０００円） 

第１６条第２項に基づく払戻し以外に当社が払戻しを行う場合においては、加入者は返金手数料を支払わなけ

ればなりません。 

 

２．支払方法及び支払日 

有料放送料金 

① 支払日 

指定口座からの自動引落しの場合、原則として毎月４日若しくは２３日（各収納代行機関の引落し日。

ただし、当日が金融機関休業日の場合は翌営業日）。クレジットカードの場合、各クレジットカード会

社との約定日。 

② 支払方法 

クレジットカード又は指定口座からの自動引落し等の方法により支払っていただきます。 

③ 加入者は、有料放送料金等に係る債権について、当社が当社の代理人又は当社の代理人が指定する者

に対して譲渡することを承諾していただきます。この場合、当社及び当社の代理人又は当社の代理人が

指定する者は、加入者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。 

④ ③に基づき、当社は加入者に対する有料放送料金等に係る債権を当社の代理人又は当社の代理人が指

定する者に全額譲渡を行い、加入者は有料放送料金等を当社の代理人又は当社の代理人が指定する者に

対して支払っていただきます。 

⑤ ①、②に関わらず、③、④による有料放送料金等の支払時期及び支払方法は、当社の代理人又は当社

の代理人が指定する者が定める方法によるものとします。 

 

別表第５号（第１８条関係） 

加入者個人情報を提供する第三者の範囲 なし 

 

別表第６号（第２５条関係） 

 加入者が行う求めの種別 手数料 

加入者個人情報の利用目的通知請求及び開示請求 １，０５０円（税抜１，０００円） 

 

別表第７号（第２８条関係） 

種 類 保 存 期 間 

有料放送契約に係る当社が保有する加入者個人

情報 

契約・利用目的の終了及びそれに付随する業務の終了

後７年以内 

 


